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稚

錬

り
‥

I
ト

露
酉
正
の
都
市
叶
政

ソ
ウ
ニ
1
-
露
西
丑
の
都
市
財
政

大

谷

政

敬

.u
■TJ
I
"

肘
杖
は
弊
指
的
支
配
関
係

費
剛
堤
と
す
る
,
紘

.!何_
l!l
Z
L
]
.

に
財
政
の
十
全
な
認
識
は
¶
中
央
政
府
､
地
方
圏
膿
の
財
政
を

洞
察
す
る
こ
と
を
課
題
と
な
す
･'

然
し
従
来
の
財
政
文
献
は
･

中
央
財
政
に
関
す
る
も
の
充
棟
に
飴
り
あ
り
､
地
方
財
政
の
そ

れ
は
比
較
的
砂
亨

､
殊
に
都
市
財
政
に
裁
て
諭
せ
る
も
の
は

管

た
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
事
箕
の
王
国
誓

郡
市
の
兵
術

な
蓉
展
が
近
代
に
生
れ
た
現
象
で
あ
る
こ
と
に
凍
る
-
J
考
言

の
で
あ
る
が
'
由
来
都
市
な
る
も
の
は
,
生
産
力
の
蓉
展
に
伴

ひ
､
種
々
な
形
腰
山
下
に
生
成
費
展
す
る
必
然
性
を
自
己
の
内

に
含
む
人
類
の
生
前
形
態
で
あ
る
か
ら
し
て
､経
済
的
進
歩
が
,

差

力
の
雷

に
あ
.ち
と
す
る
な
ら
ば
,
雪

都
市
が
財
政
上

重
要
な
役
割
を
な
す
こ
と
は
容
易
に
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ



る
b
斯
-
の
如
き
患
尋
を
有
す
る
都
市
の
財
政
の
中
'
我
国
と

特
異
の
経
済
組
織
を
有
す
る
'
ソ
ウ
エ
ー
-
爵
西
嶺
の
都
市
財

政
は
'
吾
人
に
特
殊
の
関
心
を
蘭
ら
す
に
充
分
で
あ
る
｡
に
も

不
的
､
我
が
畢
鼎
に
未
だ
沼
介
せ
ら
る
,
塵
が
強
い
.

偶
力
本
年
二
月
費
行
の
N
atio
n
al
M

unicip
a
]
R

eviewV
o
L

X
IX
･
N
.･2

誌
上
に

B
ertm
nl
w
･
Ma
等

e
1
1

教
授

が､
是

の
問
題
を
簡
明

に
諭
せ
る
に
接
す
､今
拓
に

之
を
招
述
す
る
も
'

コ.巳｢
)
ここ一hリ
◆.II
IJ
ヽ
lt･.
)
〉
_
0

TtZILL.n寸
1朝
雨
て
L
uh.｡
AI
TJ
J♂
.i
二つ

る
現

在
の

都

市

財

政

組
紙
は

､

1九
二

五

年

に

其

の
淵
源
を
有

し
て
居
る
｡
其
れ
以
前
の
ソ
ク
エ
I
J･都
市
の
財
政
問
題
は
､

上

級ソ
ウ
エ
I
･1
の
財
政
問
題
と
相
ひ
交
錯
し
て
居
た
の
で
あ

る
O
尤
も

叫
九
二
三
年
に
は
'
都
市
行
政
機
関
に
軟
貨
編
成
の

畔
備
に
加
は
る
樺
利
を
附
興
し
た
と
こ
ろ
の
財
政
命
令

(ニ
I
ri

nallCiat
D
e
cL.ee)
の
葱
布
を
見
た
が
'
し
か
し
各
都
市
は

'
自

己
固
有
の
行
政
的
横
倍
を
有
し
て
居
な
か
っ
た
が
故
に
､
是
の

権
限
の
授
輿
は
賓
際
上
殆
ん
ど
意
義
を
有
せ
な
か
っ
た
｡

【
九
二
五
年
の
財
政
命
令

7
九
二
五
年
の
初
頭
'
中
央

難

換

ソ
ウ
エ
ー
･･1
露
西
鑑
の
都
市
財
政

執
行
費
点
食

(T
he
U
nion
C
entlal
E
exceutive
C
o
TT)m
itte)

は
'
地
方
財
政
の
領
域
を
耽
制
す
る
1
舵
的
原
理
~及
び
課
枕
'

許
可
'
共
和
政
博
の
構
成
に
就
て
の
催
款
に
伐
る
事
華

を
規

定
せ
る
財
政
命
令
を
費
布
し
た
が
'
其
径
間
も
無
-
t
R
t
s
､

s
PR
の
中
央
執
行
委
員
骨
に
よ
り
'
F
ed
era]
E
n
abJin
g

Act

に基
-
財
政
命
令
の
費
布
を
見
る
に
至
た
｡
是
の
命
令
は
'
都

市
財
政
の
凡
ゆ
る
問
題
を
詳
細
に
亘
っ
て
取
締
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
､
他
面

E
九
二
五
年
の

ByI･unlEP
alL
A
c巾
に
伐
て
定
め
ら

-
-)
･'･
ー
〉
■tD
T一
〉
β

れ
i,i
租
ーf
L31ル
讃
㌍
脳
権
紺
･Ih
teh
這
も
げ
ノて
才
｢
ノた

矧
仁
一港

市
ソ
ウ
エ
ー
ト
が
礎
凍
有
し
て
居
た
預

算
の
編
成
及
び
櫛
認
の

権
限
を
印
否
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
詳
言
せ
ば

F
ed
eral
E
en

attil式

A
c【
に
基
-
財
政
命
令
は
､
都
市
ソ
ウ
エ
ー
･･
に
射
し

'

自
己

の

預
算
を
検
査
､
修
1#
'
決
定
を
仰
ぐ
盛
め
に
'
上
級
ソ

ゥ
ェ
-
ト
執
行
委
月
食
(例
へ
ば
､
郡
州
)
に
韻
出
す
べ
き

)と

を
強
制
し
て
居
る
O
賓
に
上
級
ソ
ウ
エ
ー
ト
は
~都
市
の
租
税
'

附
加
枕
､
共
他
の
牧
人
を
拒
否
し
､
容
赦
な
-
都
市
自
治
鱒
の

牧
人
を
刷
減
し
碍
'
亦
都
市
財
政
の
収
支
均
衡
を
周
る
に
必
要

な
り
と
認
む
る
な
ら
ば
'
上
級
ソ
ウ
エ
ー
ト
は
､
自
己
猫
白
の

第
三
十

t
巷

四
五
五

第
三
舵

】
四
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雑

鎌

ソ
ウ
エ
ー
ト
露
西
正
の
都
市
財
政

判
断
に
基
い
て
'
市
の
財
政
計
葺
に
轡
真
を
勧
告
､
或
は
強
制

せ
し
め
る
権
限
を
有
し
て
屠
る
､
従
て
其
の
検
査
は
､
法
律
上

の
軍
な
る
形
式
的
意
味
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
o

都
市
ソ
ウ
エ
ー
ト
の
上
級
に
位
す
る
ソ
ウ
エ
ー
ト
の
樺
限
は

鏑
は
夏
に
'
特
定
の
財
源
を
市
税

(C
ity
.JbXatjo且
と
す
べ
き

か
､
耶
枕

trC
c,n
n
ty
t鵠
afjLCLn.)
と
it
.)
き
か
な
決
定
す
べ
き
橿

HU
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二
lヨ

ノ
l
i
一1̂

0
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堅
刈
り,工
th♪
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徒
こ
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1
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-
I-
.
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J
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1

投

的

な
監

督

の
樺
限

を
有
し

て
居

る

上

級
ソ

ウ

エ

ー

ト

の

委

員
骨
も
有
し
て
居
ろ
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

(珪
)尤
も
市
ソ
ウ
さ
ー
ト
は
'
上
級
ソ
ウ
エ
ー
･L
の
統
治
事
項
に
不
服

な
る
時
は
'
其
の
事
項
を
中
央
政
府

に
訴

(
得
る
が
､
英
の
訴

へ

が
未
決
定
で
あ
る
と
も
'
常
該
訴
訟
事
項
は
停
止
せ
ら
る
1

)̂
と

な
-
実
施
せ
ら
れ
る
｡

財
政
命
令
は
､
租
税
賀
横
着
の
種
別
､
免
税
額
､
及
び
控
除
額
を

詳
細
竺
且
っ
て
指
示
し
て
居
る
0

財

源

上
記
の
如
き
制
限

内
に
於
て
､
都
市
に
は
､
攻

の
如
き
収
入
源
が
割
宛
ら
れ
て
居
る
｡

一
､
租

税

1
'
替
業
家
屋
に
封
す
る
規
'

2
､
住
居
魂
､

第

三
十

1
巷

四
五
六

第

三
雄

1
四
八

3
'
蓮
愉
塊
'

4
'
娘
築
税
､

10
､
家
書
並
に
其
の
副
産
物
に
封
す
る
硯
､

二
､
附

加

親

1

､
替
業
国
税
附
加
税
t

｡J
t
所
得
閲
硯
附
加
規
'

S
､
都
市
行
政
区
域
内
に
於
け
る
農
業
地
に
課
せ
ら
れ
る
閥
務
附

加
税
､
但
し
木
枕
の
P
C
)%
近
道
ゆ
る
ii.]得
ず
｡

三
､
附

加

金

LS
u
lC
h
a
lge
S
)

1
､
都
市
の
区
域
内
に
於
て
'
ア

ル
コ
ー
ル
飲
料
及
び
憶
葺
販
糞

免
許
に
よ
り
て
､
国
家
に
支
排
ふ
料
金
に
封
し
て
の
附
加
金
'

2
'
闘
豪
の
徴
収
す
る
手
数
料
の
附
加
金
t

S
u
rcl.arges
on
sfa
te
n
a
tio
n
a二
cc
･･

nr･'
市

裁

判

所

手

数

料

に

封

す

る

附
加

金
'

S
u
lCllalg
eS
On
l三
.n
ictp
al
co
u
rt
fees
･

四
'
共
他

の

収

入

1

'
住
居
地
'
替
業
建
物
､
市
場
.
及
其
他

の
建
物
の
官
借
料

2
'
4E
所
有
地
､
公
園
'
及
其
他
之
に
甑
似
す
る
財
産
か
ら
生
ず

ro
利
得
､

3
､
公
衆
廉
場
'
市
場
､
術
路
､
港
園
地
､
海
溝
等
で
行
商
を
な

す
に
ょ
り
て
生
ず
ろ
借
地
料
'

4
､
市
有
他
さ
れ
た
替
利
企
業
よ
り
生
ず
る
利
緒
'



5

､
市
有
の
不
動
産
か
ら
生
ず
る
賃
借
料

6

､
市
自
殆
憶
に
特
に
委
ね
ら
れ
た
企
業
及
串
業
か
ら
の
収
入
'

7
'
津
律
に
供
-
特
に
指
定
さ
れ
た
圃
瞥
保
険
か
ら
生
ず
る
利
左

の
t
部
､

8
､
市
基
金
の
利
子
､

9
㌧
市
有
財
産
の
実
却
代
金
t

m
､
前
年
度
か
ら
の
換
越
金
､

11
､
怠
納
枕

へ13LICk
taxes)

12
､
銀
行
及
其

他
の骨
社
の
株
式
か
ら
生
ず
る
利
符
F

は
､
国
庫
基
金
か
ら
す
る
僧
緒
的
及
び
臨
時
的
補
助
金
､

14
､
特
別
基
金
､
寄
附
金
､
及
び
制
度
上
よ
り
す
る
臨
席
補
給
金

か
ら
の
所
得
､

15
､
公
債
､

補
助
金

(S
u
bsidies)

補
助
金
は
､
畢
校
､
病
院
等
に
於

け
る
欝
月
'
職
員
'
農
単
校
職
員
を
援
助
す
る
目
的
で
'
国
庫

よ
り

i
舵
に
支
給
せ
ら
れ
る
も
の
垂.
芯
ふ
G
其
の
補
助
金
額
は
､

特
定
の
iE
自
治
国
誰
の
財
政
状
態
に
鷹
じ
て
噂
減
せ
ら
れ
る
.

補
助
金
の
許
可
､
其
の
額
に
就
て
の
最
後
の
決
定
は
､
都
市
の

存
在
す
る
首
該
区
域
の
州
及
び
地
方
の
執
行
委
員
骨
の
掌
中
に

属
す
る
｡

例
外
と
し
て
､
市
自
治
髄
は
'
若
し
白
か
ら
資
金
を
調
達
す

難

臨

ア
ウ
エ
ー
･i
露
酉
並
の
都
市
財
政

る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
に
は
､
換
算
の
均
衡
上
国
庫
か
ら
交

付
金

((L.nation
)
を
受
-
る
こ
と
が
あ
る
｡
市
自
治
鰐
は
､
亦

特
別
基
金

､公
共
建
築
物
協
骨

へ
の
茶
附
金
及
び
Ⅴ
､Ⅰ
IrLeni11

の
名
を
以
て
す
る
基
金

(是
の
基
金
は
特
に
孤
兄
の
窺
め
に
使

用
す
る
事
を
指
定
す
る
)
を
有
す
O

最
後
に
預
借
金

(e
n
1eJ･genCyF
u

nds)
に
は
'
聯
邦
及
び
地

方

(lo
ciL
)
預
備
金
の
二
つ

の種

類
があ
る
O
聯
邦
預
備
倉
は
'

聯
邦
税

(Re
de
ra
二
ax/1
の
附
加
稚
-｣
州
'
地
方
'
市
の
所
得

fT)r,ll,1.h
I∴
=
l

rvノ…
.h
,
r"lr1
.ll..m
].,1.n
..】
;nI.,Ym
PJ
1,･1
.つ
牧

′丈

LJ

た
固
座
金

か
ら
構
成
さ
れ
て
居
る
'
そ
し
て

是
の
開
預
備
金
は
､

執
行
委
月
食
の
支
配
監
督
の
下
に
あ
り
て
'
市
自
治
憶
が
､
自

己
の
預
算
を
均
衡
さ
す
こ
と
不
可
能
な
る
こ
と
が
確
静
さ
れ
た

場
合
に
限
り
使
用
し
得
る
｡
而
し
是
の
漁
備
金
よ
り
す
る
補
助

は
､
極
-
稀
れ
で
あ
り
､
寓

言
正
の
補
助
を
受
-
る
際
に
は
､

市
自
治
鰐
は
最
も
巌
重
な
監
督
の
下
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

(謹

こ

(註

〓
或
る
ポ
ル
シ
ェ
ビ
イ
キ
の
都
市
昔
局
は
'
次
に
鴇
か
げ
る
財
源

は
都
市
に
移
譲
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
聾

目
し
て
居
る
｡

1
'
都
市
の
行
政
区
域
内
に
あ
る
錦
物
資
源
か
ら
生
ず
る
利
牢

琴

二
十

l
容

四
五
七

琴

]東

1
四
九



軸

線

リ
ウ
エ
ー
ト
嘉
西
並
の
都
市
財
政

2
'
都
市
に
重
任
統
制
を
許
せ
る
同
乗
企
業
か
,b
生
ず
る
利
金
の

一
部
分
｡

3
'
銭
遺
戒
は
水
蓮
に
儀
て
生
ず
る
収
支
運
賃
に
封
す
る
租
税
O

経

費

都
市
の
諸
経
費
は
'
攻
に
掲
け

る

T
股
項
目
に

分
解
す
る
を
得
る
｡

1
P
市
ゾ
ウ
エ
ー
J･政
府
の
維
拝
資
､

｣
府

･-
ノ
J
I
･L
の
市
替
韓
米
'
相
貌
刑
肝
監
督
に
関
す
る

I]邑
L
EL
7

歩旧
整
監
F

盟
.
都
市
替
終
官
の
俸
給
欺
O
槍
韓
'
滞
刑
務
所
維
持
'
拘
留
､

市
虎
建
物
'
財
産
'
福
祉
事
業
'
及
び
滑
防
に
閲
す
る
津
軽

#
.

3
'
市
民
に
封
す
る
下
級
寺
門
茸
柴
草
校
の
設
立
と
維
持
O
成
人

の
茸
架
構
習
'
小
峯
牧
､
花
見
院
､
幼
稚
鼠
基

氏
訓
練
所
､

国
賓
緒
､
倶
柴
部
'
無
畢
な
成
人
の
人
草
す
る
草
校
'
兵
役

前
の
訓
練
祭
校
､
政
碑
的
中
華
校
'
市
民
病
院
'
疾
病
着
艦

息
子
音
節
等
々
､
の
詩
経
監
D

4
､
博
物
館
'
考
術
館
､
鄭~
場
､
博
覧
骨
､
記
耗
保
存
所
､
修
華

族
行
に
関
す
る
諸
絹
賛
｡

.0

.
衛
生
的
施
設
.
社
食
的
罪
頑
姐
に
儒
染
頼
政
防
虞
置
､
紙
業

婦
の
横
波
及
び

防
貧
に
封
す
る
諾
活
助
の
雑
費
.

6
'
都
市
区
域
内
に
於
け
る
母
性
､
幼
鬼
の
保
護
'
見
ま
の
健
廉

促
進
に
就
て
の
諸
相
資
｡
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7
'
不
具
者
の
住
居
保
護
及
び
彼
等
に
野
す
る
職

業
教
育
.

8
.
相
互
救
助
を
目
的
と
す
る
諸
Q
,
の
地
方
制
度

(
の
補
助
金
'

際
兵
と
其
の
家
族
及
び
戦
死
者
家
族
中
の
未
成
年
者

へ
の
年

金
支
沸
に
関
す
る
諸
経
費
o

(
国
家
は
是
の
目
的
に
封
し
基

金
の
lL
部
分
を
供
給
す
る
)
｡

9
㌧
家
畜
治
療
及
び
家
畜
博
免
病
根
絶
慮
置
に
封
す
る
奨
励
金
'

(班
)
財
政
命
令
は
賃
行
委
且
骨
を
し
て
市
ソ
ウ
エ
ー
ト
に
射
し
市

の
財
源
の
大
な
る
に
燃
じ
て
'
市
の
胎
動
硯
城
を
撰
大
せ
し
む
る

醇
艮
11.旨
JtLr
る
｡

七肌T‖Ur
■ノ.･一･丁
ノー
ー

攻
に
示
す
市
自
治
圃
鯛
の
諸
軽
費
は
地
方
基
金

甘
W
･ty
f･l

n
ユ
S)
か
ら
支
排
は
れ
る
｡

1
'
ソ
ウ
エ
ー
ト
の
選
拳
に
関
す
る
絹
費

(
市
ソ
ウ
エ
ー
ト
白
兵

の
選
挙
に
関
し
て
の
費
用
に
は
適
用
さ
れ
ぬ
)
0

2
㌧
蛇
婦
及
嬰
見
に
封
す
る
施
設
'
産
科
病
院
及
び
感
化
院
の
創

立
設
備
維
持
｡

3
'
農
事
試
験
所
'
固
蛮
試
鯨
所
に
関
す
る
支
出
｡

州
基
金

(p
).o
v
in
c
h
二
u
n
d
s)
よ
り
支
出
せ
･.ら
れ
る
経
費
'

1
'
国
立
に
属
せ
な
い
中
等
管
柴
草
校
の
維
持
｡

2
､
教
具
薯
成
所
､
及
び
協
議
骨

(corfeTenCCS)
の
諸
費
用
C

2
､
精
神
病
院
､
外
科
眼
科
施
設
､
茸

生

地
へ
病
後
の
休
貴
所
､

細
菌
草
研
究
所
'
測
候
所
'
療
養
所
､
農
産
物
品
評
骨
'
失

業
者
に
封
す
る
宿
舎
及
び
食
糧
の
供
給
'及
び
軍
隊
の
宿
轡
'



k'関
す
る
諸
感
受
｡

稚
経
費
｡

1
'
公
債
の
償
濠
借
入
金
の
利
子
0

2
､
特
殊
基
金
に
絶
入
れ
ら
れ
る
命
板
の
支
出
｡

3
､
前
年
度
密
行
の
未
排
手
形
の
支
排
.

4
'
地
方
銀
行
及
び
骨
政
の
創
立
に
使
用

せ
ら
れ
る
資
本
金
の
支

出
0

5
㌧
橡
借
金
に
繰
入
る
た
め
の
托
定
積
立
金
の
支
出
0

6
､
破
保
険
者
の
治
療
費
の
支
出
｡
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〉
エ
～
-
な
し
て
預
算
面
に
不
測
経
費

甘
.roy

Jrト4乍
し仇
一ト
'ノ
▼
J

eseen
eパTe
lt(liLur

e
S)
の
項
目
を
掲
ぐ
る
事
を
許
す
､
即
し
是

の
項
目
は
襖
算
全
経
費
の
三
%
を
超
ゆ
る
を
得
な
い
｡

市
基
金

(City
funLtS)
は
'
執
行
委
員
骨
の
財
務
常
局
者
に

ょ
り
て
管
理

さ
れ

'
(基
金
の
資
際
上
の
管
理
は
､
執
行
委
員

骨
の
都
市
局
長
の
掌
中
に
在
る
)
｡

そ
し
て
財
務
理
事
の
管
掌

す
る
支
金
庫
に
預
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

緒

言

上
述
せ
る
魔
に
よ
り
て
､
ソ
ウ
エ
ー
pL
窟
西
丑

の
都
市
財
政
は
'
中
や
集
権
的
桓
柏
の
下
に
あ
り
'
自
治
性
は

殆
ん
ど
無
い
と
云
ふ
て
も
過
言
で
な
い
｡
例

へ
ば
'
預
算
編
成

雑

ソ
ウ
エ
ー
･L
蕗
西
rd
の
都
市
財
政

の
腫
隈
は
市
ノ
ウ
エ
-
･L･に
名
目
上
許
さ
れ
居
り
て
'
箕
質
上

は
中
央
政
府
に
属
し
て
居
る
こ
と
は
､
明
か
に
之
を
帯
明
す
る

も
の
で
あ
る
｡

攻
に
経
費
項
目
の
積
算
数
字
を
'
資
料
不
足
の
篤
め
織
る
に

由
な
き
も
､
聯
邦
預
貸
及
び
地
方
預
算
の
数
字
並
に
上
述
の
財

政
組
織
よ
り
推
論
す
る
と
'
中
央
財
政
の
控
費
項
目
中
'
経
常

支
出
の
首
促
を
占
め
る
も
の
は
'
財
の
配
給
機
関
た
る
造
輸
事

柴

へ
S
費
刷
で
､
臨
時
文
代
の
大
部
分
は
'
農
工
業
及
電
化
事

柴

へ
の
放
資
で
あ
る

､
郁
市
財
政
の
カ
を
注
け
る
も
の
は
'

政
曾
事
業
､
茸
柴
教
育
t
に
あ
る
を
看
取
し
得
る
｡

M
ox
w
e己
教
接
が
p
昔
該
論
文
の
緒
言
と
し
て
日
-

『
市

ソ

ウ
エ
ー
t
を
し
て
肢
重
な
監
督
'
天
降
的
干
渉
の
頻
繁
か
ら
解

放
さ
れ
た
存
在
と
し
て
許
す
に
は
散
り
に
時
期
が
熟
し
て
居
な

い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
も
'
歳
月
の
湛
む
に
つ
れ
'
露
西
垂
の

諸
都
市
は
'
各
自
の
責
務
に
照
鷹
す
る
統
治
上
の
地
位
を
要
求

し
'
獲
得
す
る
で
あ
ら
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
』
の
書
は
吾
人

も
同
意
す
る
虞
で
あ
る
.
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